
３４ 介護保険制度の健全な運営  〔現況及び施策の方向〕 施行後 12 年を経過した介護保険制度は，今後到来する超高齢社会における介護問題に対処するため，共同連帯の理念に基づき，要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして，高齢者を始めとする多くの県民に受け入れられ，サービス利用者数や利用量が増加しており，おおむね順調に定着してきたところである。 しかしながら，一方では，制度の持続可能性やサービスの質の問題など解決すべき課題も多く，なかでも介護給付適正化や介護職員の処遇改善への取組が急務となっており，介護保険制度の円滑な実施に向けて取り組む必要がある。  第 1 表 介護保険第 1号被保険者数等                                                                         （単位 人，団体） 区 分 第 １ 号 被 保 険 者 数 保   険   者   数 市 町 村 広 域 連 合 一 部 事 務 組   合 計  平成 2 4 年度 721,492 23 0 0 23 平成 2 3 年度 695,167 23 0 0 23 平成 2 2 年度 678,064 23 0 0 23 （注）1 「第 1 号被保険者」とは，介護保険法第 9 条第 1 号にいう「市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者」である。  2 各年度 3 月 31 日現在の数値による。  第 2 表 要介護（要支援）認定者数      （単位 人，％） 区    分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 第 1 号被保険者 24,598 20,850 27,265 22,676 17,225 14,904 15,136 142,654 第 2 号被保険者 387 516 584 683 382 360 428 3,340 総     数 24,985 21,366 27,849 23,359 17,607 15,264 15,564 145,994 構  成  比 17.11% 14.63% 19.08% 16.00% 12.06% 10.46% 10.66% 100.00% （注）1 「第 2 号被保険者」とは，介護保険法第 9 条第 2 号にいう「市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者」である。  2 平成 25 年 3 月 31 日現在の数値による。 
 〔事業の内容〕 「第５期ひろしま高齢者プラン」（平成 24～26 年度）に基づき，高齢者の自立を支援し，住み慣れた地域で，できるだけ生活が継続できるよう，適正な介護サービスの提供を推進するとともに，介護サービスの質の確保・向上を促進する。  １ 制度の安定的な運営の確保 介護保険制度の安定的な運営を確保するため，制度の普及啓発等を実施するとともに，保険者等への指導・支援や介護サービス事業者への指導監督等を実施する。 （1） 介護保険給付費等の負担（予算額 32,843,719 千円） 介護保険法第 123 条の規定により，介護保険の保険者である市町の介護給付及び予防給付に要する費用の額の 12.5％又は 17.5％に相当する額を負担する。（平成 12年度創設） また，同規定により，市町が要介護状態等になるおそれの高い高齢者等を対象に介護予防等の取組を行う地域支援事業（介護予防等事業，包括的支援事業及び任意事業）に要する費用の額の 12.5％又は 19.75％に相当する額を負担する。（平成 18 年度創設） 



 第 3‐1 表 市町の給付額及び県負担金の状況 （単位 千円） 区     分 市 町 給 付 額 県 負 担 金 県 負 担 割 合 平成 25 年度（予定） 207,955,055 31,999,021 居宅 12.5%・施設等 17.5% 平成 24 年度（見込） 207,449,172 30,082,551 居宅 12.5%・施設等 17.5% 平 成 2 3 年 度 197,535,757 28,756,221 居宅 12.5%・施設等 17.5% （注）各年度の決算額（ただし，平成 25 年度は当初予算額）の金額である。  第 3-2 表 市町の地域支援事業に要する費用の額及び県負担金（交付金）の状況 （単位 千円） 区     分 市 町 の 地 域 支 援 事 業に要する費用の額 県 負 担 金 （ 交 付 金 ） 県 負 担 割 合 平成 25 年度（予定） 4,728,108 844,698 介護予防等事業     12.5% 包括的支援事業・任意事業  19.75% 平成 24 年度（見込） 4,455,329 787,057 介護予防等事業     12.5% 包括的支援事業・任意事業  19.75% 平 成 2 3 年 度 4,036,290 737,760 介護予防事業         12.5% 包括的支援事業・任意事業  20.0% （注）各年度の決算額（ただし，平成 25 年度は当初予算額）の金額である。  （2） 介護保険財政安定化基金の運営 市町の介護保険財政が，予想以上の給付費の増大や保険料の収納不足により財源不足を生じる場合，介護保険法第 147 条の規定により県に設置している財政安定化基金から，資金の貸付や交付を行う。 なお，平成 15年度から基金への積立を一時休止している。（平成 12 年度創設） また，介護保険法の一部改正により，平成 24年度に限り，財政安定化基金の一部を取り崩せることになったことから，第１号保険料の増加抑制及び介護保険事業に要する経費に充てるため，基金の一部を取り崩した。  第 4 表 介護保険財政安定化基金の積立状況 （単位 千円） 区     分 積   立   額 摘          要 平成 25 年度（予定） 44,906 貸付を受けた市町からの償還金及び運用収入の積立 平 成 2 4 年 度 45,074 平 成 2 3 年 度 34,441 （注）各年度の決算額（ただし，平成 25 年度は当初予算額）の金額である。  （3） 低所得者等の利用者負担の軽減（予算額 13,429 千円） 低所得者が介護サービスを利用する際の負担について，軽減措置を講じることにより，介護保険制度の円滑な実施を図る。（平成 12 年度創設） ア 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスを利用していた低所得者について，訪問介護等に係る利用者負担を 10％から 0％に軽減する措置を行う市町に対して補助する。  第 5‐1 表 障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業の状況（単位 千円） 年     度 対象市町数 補 助 額 平成 25 年度（予定） 4 217 平 成 2 4 年 度 0 0 平 成 2 3 年 度 0 0 （注）対象市町数及び補助額は，各年度の決算時点の数値 （ただし，平成 25 年度は当初予算時点の数値） 〔補助割合 国 1／2，県 1／4，市町 1／4〕  イ  社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 



低所得者が介護サービスを利用した際に，サービスの提供主体である社会福祉法人等が利用料の軽減を行った場合に支援を行う市町に対して補助する。  第 5‐2 表 社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減制度事業の状況 （単位 千円） 年    度 対象市町数 補   助   額 平成 25 年度（予定） 21 12,981 平 成 2 4 年 度 21 8,861 平 成 2 3 年 度 21 9,614 （注）対象市町数及び補助額は，各年度の決算時点の数値 （ただし，平成 25 年度は当初予算時点の数値） 〔補助割合 国 1／2，県 1／4，市町 1／4〕  ウ 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業 特別地域加算が行われる離島等地域において，訪問介護等を利用する低所得者の利用者負担を10％から 9％に軽減する措置を行う市町に対して補助する。  第 5‐3 表 離島等地域利用者負担額軽減措置事業の状況 （単位 千円） 年    度 対象市町数 補  助  額 平成 25 年度（予定） 2 231 平 成 2 4 年 度 2 159 平 成 2 3 年 度 2 140 （注）対象市町数及び補助額は，各年度の決算時点の数値 （ただし，平成 25 年度は当初予算時点の数値） 〔補助割合 国 1／2，県 1／4，市町 1／4〕  エ  中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業 小規模事業所加算が行われる中山間地域等の地域において，訪問介護等を利用する低所得者の利用者負担を 10％から 9％に軽減する措置を行う市町に対して補助する。  第 5‐4 表 中山間地域等利用者負担額軽減措置事業の状況 （単位 千円） 年    度 対象市町数 補  助  額 平成 25 年度（予定） 0 0 平 成 2 4 年 度 0 0 平 成 2 3 年 度 0 0 （注）対象市町数及び補助額は，各年度の決算時点の数値 （ただし，平成 25 年度は当初予算時点の数値） 〔補助割合 国 1／2，県 1／4，市町 1／4〕  （4） 介護支援専門員の登録（予算額 7,132 千円） 介護支援専門員の登録･管理及び介護支援専門員証の交付を行う。  第 6 表 介護支援専門員の養成状況 （単位 人，％） 区   分 試        験 実務研修修了者 登録者数 （平成 25年 2 月 1日現在） 受 験 者 合 格 者 合 格 率 平成 24 年度 3,394 673 19.8 631 14,934 平成 23 年度 3,391 584 17.2 564 平成 22 年度 3,137 644 20.5 617  （5） 広報 介護保険制度の内容及び県の取組について広く周知を図るため，県の広報媒体等を活用した広報事業を実施する。  



（6） 広島県介護保険審査会の運営（予算額 1,282 千円） 保険者である市町の行った行政処分に対する審査請求の審理・裁決を行う第三者機関として設置している広島県介護保険審査会を運営する。（平成 11 年度創設）  第 7 表 審査請求の状況 年   度 件 数 審    理    結    果 平 成 24 年 度 9 裁決（棄却）2 件，取下 2 件，審理中 5 件 平 成 23 年 度  6 裁決（認容）1 件，（棄却）2 件，（却下）1 件，取下 1 件，審理中 1 件 平 成 22 年 度 11 裁決（認容）3 件，（棄却）2 件，（却下）1 件，取下 2 件，審理中 3 件  （7） 介護保険サービス適正利用推進事業（予算額 3,340千円） 介護保険サービスに係る相談や苦情に対する市町の体制強化を図るため，市町の苦情処理担当者の研修等を実施して，介護サービスの適正利用を推進し，適切な介護サービスを確保する。（平成 23年度創設）  ２ 介護サービスの質の確保・向上と介護給付の適正化の推進 介護支援専門員等への研修の実施や事業者の介護サービス情報の公表など，利用者の選択に資する情報提供体制等の整備を図り，介護サービスの質の確保・向上を図る。 （1） 介護サービス質向上検討事業 介護保険制度の円滑な実施と将来にわたっての安定的な運営を確保するとともに，介護給付の適正化に資することを目的に，介護サービス全般の質向上に必要な方策について，委員会を設置し，検討を行う。  （2） 介護給付の適正化の推進 高齢化の進展に伴い，介護給付費が増大する中で，県，市町及び広島県国民健康保険団体連合会が連携して介護給付の適正化に取り組むことにより，制度の安定的運営の維持を図る。  （3） 「ケアマネマイスター広島」推進事業（予算額 2,500千円）    県内の介護支援専門員を指導する人材として「ケアマネマイスター広島」を認定し，研修会等への講師派遣，相談事業，活動支援を行う。（平成 24年度創設）               第 8 表 「ケアマネマイスター広島」認定状況                                     （単位 人） 年  度 「ケアマネマイスター広島」認定者数 平成 24 年度（実績） ４  （4） 介護サービス情報の公表（予算額 9,646 千円） 利用者等が適切な介護サービス事業者を選択するため，介護サービス情報を事業者自らが公表する制度の円滑な運営に努め，介護サービスの質の確保・向上を図る。（平成 18年度創設）  （5） 保険者（市町）の指導・支援（予算額 1,671 千円） 県・市町が十分な連携を図り，介護保険制度の適正な運営を推進するため，保険者である市町に    



対する指導・支援等を実施する。（平成 12 年度創設）  （6） 事業者の指定・指導（予算額 20,301 千円） 介護サービス，介護予防サービスを提供する事業者（施設）の指定・開設許可を行うとともに，指導監査を実施する。（平成 12年度創設）  第 9 表 指 定 事 業 者 数 サ － ビ ス 区 分 指 定 件 数 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 842 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 3,150 介 護 予 防 支 援 事 業 所 104 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所 3,040 介 護 保 険 施 設 355 計 7,491 （注）1 保険医療機関や保険薬局の「みなし指定事業所」は計上していない。 2 平成 25 年 4 月 1 日現在の数値による。 3 指定権限が移譲されている広島市，福山市，呉市，三次市に所在する事業所も含む。 4 休止中を除く。  （7） 介護サービス事業管理システム運営事業（予算額 18,635 千円） 介護保険事業者情報管理システム等を運営し，指定・指導等の事業者情報を一元的に管理するとともに，市町との情報ネットワークによる共有化により介護保険事業者の適正かつ効果的な指定・指導事務の体制を確保する。（平成 19 年度新規改編） 項     目 内           容 介護保険事業者の情報管理 ・開設者情報・事業所情報・報酬情報(加算情報)等の入力・管理，新規指定事業者の事業所番号付番 ・指導・監査情報等の管理 関係システムへの情報連携 次の関係システムへ情報を提供する ・国民健康保険団体連合会システム ・介護支援専門員管理システム 市 町 オ ン ラ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク 化 事 業 ・県と市町を情報ネットワークで結び事業者情報を共有化 メ ー リ ン グ 機 能 ・事業者等に対し国・県の通知等の情報を迅速にメールにより配信  （8） 認定調査員等の研修（予算額 3,166 千円） 要介護認定及びケアプランチェック等の介護給付適正化事業の適切な実施を図るため，認定調査員等に対する研修事業を実施する。                         （単位：千円） 区 分 研 修 名 内 容 予 算 額 要介護 認定 認定調査員新規研修 新規に認定調査に従事する者に対する認定調査の手法・調査の留意点等に関する研修（平成 11 年度創設） 913 認定調査フォローアップ研修 現に認定調査に従事している認定調査員に対する事例検討等による調査の実施方法等に関する研修(平成 19 年度創設） 2,181 介護認定審査会委員研修 要介護認定の仕組み・介護認定審査会の審査・判定の方法等に関する研修(平成 11 年度創設）  ― 認定審査会運営適正化研修 審査会事務局職員に対する認定審査の適正な運営のための知識・技能に関する研修(平成 20 年度創設）  ― ケアマネジメント ケアプランチェック研修 市町職員に対するケアプランチェックや適正化システムの活用のための知識，技能に関する研修(平成 19 年度創設)  72     （注）認定調査フォローアップ研修，介護認定審査会委員研修及び認定審査会運営適正化研修は，隔年実施である。   （9）療養病床転換支援事業（予算額 87,600千円） 療養病床の再編成により，現に療養病床へ入院している人の行き場が失われることのないよう，患者の状態に配慮した受入施設の整備を促進する。（平成 19 年度創設） 



 （単位：千円） 事業名 事 業 内 容 病床転換助成事業 医療療養病床等の転換支援（国 10/27，医療保険者 12/27，県 5/27） 医療療養病床等から，次の施設への転換整備に要する経費について，整備区分の配分基礎単価に応じ助成する。 ○配分基礎単価  創設：1,000千円/床，改築：1,200千円/床，改修：500千円/床 ○転換対象施設 老人保健施設，ケアハウス，有料老人ホーム，特別養護老人ホーム，認知症高齢者グループホーム，小規模多機能型居宅介護，生活支援ハウス，適合高齢者専用賃貸住宅  第 10表 療養病床転換支援事業の活用状況 （単位 所，床，千円） 年度 補助事業者数 転換病床数 交付支給額  国 （10/27） 医療保険者（12/27） 県 （5/27） 平成 24 年度 ２ 94 41,625 15,415 18,499 7,711 平成 23 年度 ３ 83 53,636 19,863 23,838 9,935 平成 22 年度 ２ 36 20,085 7,437 8,926 3,722 （注） 広島市，福山市分を含む。  （10）【新】介護給付費改善市町インセンティブ付与事業（予算額 70,400千円）      市町における高齢者への介護予防の取組・成果や要支援者・要介護者の認定度の改善に向けた取組・成果に対して，インセンティブが機能する交付金を創設し，生涯にわたって自立した生活ができる元気な高齢者づくりを推進するともに，介護給付費の改善を促進する。（平成 25年度創設） 
 

 ３ 平成 24 年度の事業成果の活用 (1) 地域包括ケア介護資源調査事業 市町，日常生活圏域別の介護給付データや介護基盤，地域状況に係る調査・分析結果について，地域包括ケア体制を市町，地域とともに構築していくため，市町等に情報提供し，現状，課題・問題等について共通認識の形成を図るとともに，市町による地域包括ケアロードマップ策定への活用を図る。  (2) 介護保険事業 市町カルテ 各市町の介護保険事業の運営状況を診断した「介護保険事業 市町カルテ」について，市町等に情報提供し，現状，課題・問題等について共通認識の形成を図るとともに，各市町の第５期介護保険事業計画の計画的な実施に向けた助言，支援や，第６期介護保険事業計画の策定への活用を図る。  


